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第１節 計画の背景と目的 

 

１ 計画の背景 

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災において、現行の建築基準法

の構造基準（以下「現行耐震基準」という。）を満足していない昭和５６年５月

以前の耐震基準（以下「旧耐震基準」という。）で建築された建築物に倒壊など

の被害が多く発生し、多数の死傷者が生じたことを契機として、これらの建築物

を現行耐震基準と同等の耐震性能とすることを目的として、平成７年１０月に「建

築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「法」という。）が制定された。 

しかし近年、新潟県中越地震（平成１６年１０月）、福岡県西方沖地震（平成

１７年３月）及び岩手・宮城内陸地震（平成２０年６月）、熊本地震（平成２８

年４月）、北海道胆振東部地震（平成３０年９月）など大地震が頻発しており、

特に東日本大震災（平成２３年３月）は、これまでの想定をはるかに超える巨大

な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害

をもたらした。また、東日本大震災においては、津波による沿岸部の建築物の被

害が圧倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。

さらに、大阪府北部を震源とする地震（平成３０年６月）においてはブロック塀

にも被害が発生した。このように、大地震による建築物等の被害はいつどこで発

生してもおかしくない状況である。 

また、南海トラフ地震等の大規模地震発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震

が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特に、南海トラフ巨大地震に

ついては、東日本大震災を上回る被害が想定されている。 

このため、国では地震による死者数を半減させること等を目的に、建築物の地

震に対する安全性の向上を一層促進するため、平成２５年５月に法を改正し、そ

の後、平成３０年１１月に法施行令、また、令和３年１２月に「建築物の耐震診

断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」（平成１８年１月２５日付け

国土交通省告示第１８４号。以下「基本方針」という。）の改正を行っている。 

 

２ 計画の目的 

「下松市耐震改修促進計画」（以下「計画」という。）は、地震による建築物

の被害及びこれに起因する人命や財産の損失を未然に防止するため、旧耐震基準
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で建築された建築物の耐震診断や現行耐震基準を満足していない建築物の耐震改

修を総合的かつ計画的に進め、本市における建築物の耐震化を促進することを目

的とする。 
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第２節 計画の位置づけ等 

 

１ 計画の位置づけ 

本計画は、法第６条により、基本方針及び「山口県耐震改修促進計画」（令和

４年７月変更。以下「県計画」という。）を踏まえ策定する。 

また、計画の策定及び施策等の実施に際しては、本市における防災対策の基本

となる「下松市地域防災計画（震災対策編）」（令和３年３月／下松市防災会議）

を上位計画として、各計画との整合を図り、防災・住宅・福祉・教育等の各部局

からなる「下松市耐震改修促進庁内協議会」（以下「庁内協議会」という。）で調

整を行うものとする。（図１） 

 

図１ 計画の位置づけのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の実施期間 

本計画の実施期間は、令和７（２０２５）年度までとする。 
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３ 耐震化の目標を設定する建築物 

耐震化の目標を設定する建築物は、「住宅」及び「多数の者が利用する建築物

等 注）のうち耐震診断義務付け対象建築物」とする。（図２、表１） 

 

図２ 対象建築物のイメージ 
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    本計画において目標となる耐震化率を定める建築物 

 

注）多数の者が利用する建築物等 （法第１４条各号） 

①多数の者が利用する一定規模以上の建築物 

②一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場又は処理場 

③緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 
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表１ 法における規制対象建築物 
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第３節 想定される地震の規模、被害の状況等 

 

 下松市地域防災計画では、主要な断層による地震とその他の断層による地震の

被害想定がされている。 

 

１ 主要な断層による地震 

本県に被害をもたらす最も切迫性の高い地震として、今後３０年以内に７０％

の確率で発生するとされている「南海トラフ地震」、同じく４０％の確率で発生す

るとされている「安芸灘～伊予灘の地震」のほか、活動間隔が数千年から数万年

と非常に長いとされているものの、今後、いつどこで起きるかわからないことか

ら、県内で確認されている主な活断層のうち「大竹断層」と県内に大きな被害が

及ぶ可能性のある「中央構造線断層帯」について被害想定を行った。（表２） 

①南海トラフ地震 

南海トラフに震源を有する地震は過去に１００年～１５０年周期で発生し、日

本各地に大きな被害をもたらした。南海トラフ地震は大規模なプレート間地震で

あり、長周期の揺れが長く続くため、沿岸低地部や島しょ部を中心に軟弱地盤の

液状化被害や、高層ビル、石油タンク、長大橋梁など長周期の揺れに反応しやす

い構造物への影響が大きいと考えられる。また、海底下の浅いところを震源とす

るため大規模な津波の発生を伴うと想定されている。 

②安芸灘～伊予灘の地震 

この地域に発生する地震は、西日本へもぐり込むフィリピン海プレート先端部

の地下約５０㎞以深で発生するスラブ内（プレート内）地震と考えられており、

これまで５０～１００年の周期でＭ７クラスの地震が発生している。 

③大竹断層（小方－小瀬断層） 

県東部を北東－南西方向に走る岩国断層帯のうち最も長い断層で、県東部から

広島県との境界付近に震源を持つ地震を引き起こす可能性がある活断層として、

広い地域での被害が想定されている。 

  ④中央構造線断層帯（石鎚山脈北縁西部～伊予灘） 

  国が長期評価を行っている中央構造線断層帯を構成する５区間の活断層の一つ

であり、今後３０年以内の発生確率は０～０．４％（Ｍ８．０程度若しくはそれ

以上）とされ、日本の活断層の中では発生確率がやや高いグループに属している。

なお、山口県域は震源から距離が離れているため、規模の割に県内における震度
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は比較的小さいと考えられる。 

 

表２ 主要な断層地震による被害想定 

想定地震 
地震 

規模 

最大 

震度 

市 内 の 被 害 想 定 

建 物 被 害 人 的 被 害 

全 壊 の 

主な原因 

（割合） 

全壊棟

数（棟） 

半壊棟

数（棟） 

死 者 の 

主な原因 

左記ケース 

の死者数 

（人） 

左記ケース 

の負傷者数 

（人） 

南海トラフ巨大

地震 
M9.0 5強 

津波・液状化 

（100％） 
31 258 － 0 ３ 

安芸灘～伊予灘

の地震 
M7.25 6弱 

土砂災害 

（66％） 
2 15 建物倒壊 1 9 

大竹断層 

（小方－小瀬断

層） 

M7.2 7 
土砂災害 

（51％） 
162 1,554 土砂災害 10 178 

中央構造線断層

帯 

（石鎚山脈北縁

西部～伊予灘） 

M8.0 6強 
土砂災害 

（81％） 
11 194 

土砂災害 

建物倒壊 
2 20 

（下松市地域防災計画 震災対策編） 

 

２ その他の断層による地震 

 主要な断層での地震による影響が小さい地域においても、防災対策上の備えを

行う必要があることから、文献等に記載された活断層等から、本市又は周辺の市

において地震動が最大となる断層を抽出し、その他の断層として被害想定を行っ

た。（表３） 

①周防灘断層群主部 

平成２０年１１月に国の地震調査研究推進本部により長期評価が公表されて

いる断層で、今後３０年間に地震が発生する可能性が主な活断層の中では高いグ

ループに属するとされており、周南市において地震動最大となる断層として設定

する。 

 ②佐波川断層 

  山口県地質図に記載されている地質断層で、防府市において地震動最大となる

断層として設定する。 

 ③大河内断層 

  国の地震調査研究推進本部では、岩国断層帯を構成する断層の一つに含めてい
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るが、確実度や調査精度の異なる断層である点から、本市及び光市において地震

動最大となる断層として別に設定する。 

 

表３ その他の断層地震による被害想定 

想定地震 
地震 

規模 

最大 

震度 

市 内 の 被 害 想 定 

建 物 被 害 人 的 被 害 

全 壊 の 

主な原因 

（割合） 

全壊棟

数（棟） 

半壊棟

数（棟） 

死 者 の 

主な原因 

左記ケース 

の死者数 

（人） 

左記ケース 

の負傷者数 

（人） 

周防灘断層群主

部 
M7.6 6強 

土砂災害 

（44％） 
204 1,844 

土砂災害 

建物倒壊 
12 214 

佐波川断層 M7.4 6強 
土砂災害 

（81％） 
11 329 

土砂災害 

建物倒壊 
2 35 

大河内断層 M6.8 6強 
揺れ 

（70％） 
1,364 4,776 建物倒壊 82 773 

（下松市地域防災計画 震災対策編） 

 
 
図３ 想定地震位置図 

 


